
新潟県観光立県推進行動計画（～うまさぎっしり・魅せる新潟アクションプラン～）の概要 
 

【行動計画の策定の趣旨】 

○県観光振興施策の総合的かつ計画的な実施（条例 10 条） 
【行動計画の位置づけ等】 

○「夢おこし政策プラン」を踏まえた観光分野の行動計画 

○県は、行動計画に基づき観光振興施策を実施 

○県、市町村、県民、観光事業者、観光関係団体等による

方向性を共有した観光振興の取組を進めることが重要であ

るため、県は広域的自治体としてのコーディネート機能の

発揮等により、各主体の取組を促す仕組みづくり等を行う。 
○情勢変化等への対応のため、行動計画を毎年度見直す。 

【計画期間】平成21年度～平成24年度 

  

○県は、広域的な自治体としてのコー

ディネート機能の発揮等を通じ、市

町村、県民、観光事業者、観光関係

団体等の、次のような取組を促す仕

組みづくりや環境整備を主な役割と

して担う。 
・県、市町村、県民、観光事業者及

び観光関係団体による、条例に定

める責務、役割等に沿った主体的

な取組 
・農林水産業、商工業等の関係団体

や大学等との連携、協働の取組 
・関係者が方向性を共有した観光振

興の取組 
 
 

 

○コンベンション、国際会議等の誘致活動の展開 

○アフターコンベンションの推進 

○コンベンション支援産業の創造 

など 

 

 

 

 

３ 観光振興施策（条例に定める観光振興施策の基本方針ごとに整理） 

 

 
序 章 行動計画の策定に当たって 第１章 行動計画の政策目標 第２章 本県観光を取り巻く環境と現状・課題 

 

 

 

※観光面から、地域に対し誇りと愛

着を持つことのできる地域づくり

を促進し、交流人口の増大等によ

る地域の活性化や本県経済の発展

等を図り、将来像を目指す。 

「将来に希望の持てる魅力ある新潟

県の実現」～住んでみたい新潟、行

ってみたい新潟～ 

１ 目指す将来像 

①観光入込客数、②延べ宿泊者数、

③１人当たり平均宿泊数、④外国人

宿泊者数、⑤大規模コンベンション

件数、⑥国際会議件数 

 

 

 

 

「より多くの観光旅行者から何度も

訪れてもらう」、「より長く滞在して

もらう」との観点から、「６指標」を

設定 

２ 数値目標 ３ 数値目標指標の検証 

県は、毎年度、数値目

標指標の状況を検証 

１ 観光を取り巻く環境 

①社会環境の変化 

人口減少、少子高齢化 

等 

②観光動向の変化 

○個人・グループ旅行増加 

○観光ニーズの多様化、高

度化 

③国の観光施策の強化 

２ 本県観光の現状 

○観光入込客数の減少傾向 

○外国人旅行者の増加傾向  

３ 本県観光の課題 

○観光の魅力づくり 

○観光旅行者の受入体制の確立 

○誘客宣伝活動の強化 

○広域観光連携の推進 

○外国人旅行者、コンベンション誘致

第３章 観光振興施策 第４章 観光振興施策の推進方法 

１ 観光振興施策の実施に当たって

の基本認識 

①地域に対する誇りと愛着を持つこと

のできる地域づくりの促進  
②リピーターの確保 
③観光消費額の向上 

（１）観光立県の実現に向けた戦略的な施策 

（３）外国人旅行者、コンベンション誘致のための施策 

②国際会議その他のコンベンションの誘致のための施策 

 ○コンベンション、国際会議の誘致 

 ○コンベンション支援産業の育成  

①外国人旅行者の来訪促進のための施策 

 ○国（地域）別の戦略に基づく外国人旅行者の誘致 

 ○誘客宣伝活動の展開 

 ○隣接県等との広域観光連携の推進 

 ○外国人旅行者に対応した受入体制整備 

 ○民間部門による外国人旅行者の誘致の促進 

②観光旅行の形態の多様化等に対応した戦略的な施策 

 ○競争力のある観光地づくり 

 ○旅行商品流通の促進 

○広域観光連携の推進 

○誘客に向けた戦略的な観光情報の発信 

 ○その他交流人口の増大に資する取組等の促進 

①観光旅行者の満足度の向上のための施策 

 ○観光旅行者に対するおもてなしの向上 

 ○宿泊の魅力向上 

 ○食の魅力の向上  

（２）観光立県の実現に向けた各種基盤整備のための施策 

④観光に関する統計の整備のための施策 

 ○観光統計の整備 

○観光地において提供されるサービス等の評価、公表等 

②交通機能の充実、街並みの整備、良好な景観の保全その他

の観光基盤の整備のための施策 

 ○環境保全や良好な景観に配慮した地域資源の整備等 

 ○観光旅行者の交通利便の向上 

 ○観光施設の改善等の促進 

③観光の振興に寄与する人材の育成、観光に関連する団体の

組織の充実等の施策 

 ○観光の担い手や観光関係団体等の育成 

①すべての人にやさしく魅力ある観光地づくりのための施策 

 ○ユニバーサルデザイン、バリアフリー化の促進 
 ○観光旅行者の受入に係る観光情報の提供等の促進 

２ 行動計画期間の観光振興施策

の実施に当たっての重点方針 

【21 年度】 

○「2009 新潟県大観光交流年」の

積極的な誘客や観光旅行者の満

足度を高める取組を強化 

【22 年度以降】 

○本県観光の統一的なイメージづ

くりの促進 

（四季の魅力や食に加え、新たなテーマ設定を

行い、情報発信、観光地づくり等を実施） 

○2014 年度末の北陸新幹線延伸の

影響を見据えた取組の促進 

（地域主体の観光地づくり、広域観光連携（地

域間連携、隣接県等連携）の促進） 

○「2009 新潟県大観光交流年」の

検証に基づく取組の見直し、改善 


